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病
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局

訓

令

大
分
県
病
院
局
事
務
決
裁
規
程
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一
部
改
正
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二

○
病
院
局
管
理
規
程

　

大
分
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
三
十
日

大
分
県
病
院
局
長　
　

田　
　
　

代　
　
　

英　
　
　

哉　

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
八
号

　
　
　

大
分
県
病
院
局
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
病
院
局
組
織
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
中
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
第
十
二
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
四
十
九
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
室
」
を
削
り
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項

と
し
、
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５　

県
立
病
院
に
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
を
置
き
、
同
セ
ン
タ
ー
に
精
神
科
部
を
置
く
。

　

第
六
条
第
一
項
の
表
の
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
準
備
室
の
項
を
削
る
。

　

第
九
条
の
表
の
主
任
部
長
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

統
括
部
長

部

上
司
の
命
を
受
け
、
所
長
を
補
佐
し
、
部
長
を
統
括
す
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
三
十
日

大
分
県
病
院
局
長　
　

田　
　
　

代　
　
　

英　
　
　

哉　

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
九
号

　
　
　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
一
条
第
五
項
第
二
号
中
「
主
任
部
長
」
の
下
に
「
、
統
括
部
長
」
を
加
え
る
。

　

第
三
十
九
条
中
「
及
び
地
域
医
療
支
援
手
当
」
を
「
、
地
域
医
療
支
援
手
当
及
び
精
神
医
療
業
務
手
当
」

に
改
め
る
。

　

別
表
第
四
の
２
の
表
の
四
級
の
項
中
「
主
任
部
長
」
の
下
に
「
、
統
括
部
長
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
十
一
の
県
立
病
院
の
項
中
「
（
病
院
局
長
が
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
」
の
下
に
「
、
統
括
部

長
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
三
十
日

大
分
県
病
院
局
長　
　

田　
　
　

代　
　
　

英　
　
　

哉　

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
号

　
　
　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
精
神
医
療
業
務
手
当
）

第
十
二
条　

精
神
医
療
業
務
手
当
は
、
職
員
が
精
神
医
療
の
業
務
に
従
事
し
た
と
き
に
支
給
す
る
。

２　

前
項
の
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

　

る
。

（
病
院
局
管
理
規
程
）



令
和
二
年
九
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外

二

　

一　

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
医
師　

一
日
に
つ
き
九
百
七
十
円

　

二　

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
看
護
師　

一
日
に
つ
き
七
百
十
円

　

三　

精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
に
勤
務
す
る
精
神
保
健
福
祉
士
、
臨
床
心
理
士
及
び
看
護
助
手　

一
日
に
つ
き

　
　

五
百
四
十
円

　

四　

前
三
号
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か
、
精
神
病
患
者
に
接
す
る
業
務
に
従
事
し
た
職
員　

一
日
に
つ
き
五

　
　

百
四
十
円

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
病

院

局

訓

令

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
十
号

本　
　
　

局　

病　
　
　

院　

　

大
分
県
病
院
局
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
二
十
三
年
大
分
県
病
院
局
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
九
月
三
十
日

大
分
県
病
院
局
長　
　

田　
　
　

代　
　
　

英　
　
　

哉　

　

別
表
第
二
の
二
の
イ
の
表
中
十
八
の
項
を
十
九
の
項
と
し
、
十
四
の
項
か
ら
十
七
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
下
げ
、
十
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
四　

精
神
保

　

健
及
び
精
神

　

障
害
者
福
祉

　

に
関
す
る
法

　

律
（
昭
和
二

　

十
五
年
法
律

　

第
百
二
十
三

　

号
。
以
下
こ

　

の

項

中

　

「
法
」
と
い

　

う
。
）
に
関

　

す
る
事
務　

一　

法
第
三
十
三
条

　

の
七
第
一
項
の
規

　

定
に
基
づ
き
、
同

　

条
第
二
項
後
段
の

　

規
定
に
よ
る
特
例

　

措
置
を
採
る
こ
と

　

が
で
き
る
応
急
入

　

院
指
定
病
院
の
指

　

定
を
知
事
に
申
請

　

す
る
こ
と
。

　
　
　

附
　
則

（
病
院
局
管
理
規
程
・
病
院
局
訓
令
）

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


